令和６・７年度

菊陽町入札参加資格審査申請の手引き

この手引きは、菊陽町の発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務及び物品等の供給又は役務の提供についての入札参加資格審査を申請するための手引きです。本手引きをお読みの上、必要な申請書類等を提出してください。
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	【問合せ】
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電話 096-232-2130

ＦＡＸ 096-232-4923


１　申請書受付区分について
菊陽町における競争入札参加資格審査申請の受付区分は下表のとおりです。希望する業種に応じた区分に申請してください。本手引き２「申請者の資格等について」を満たしていれば、複数の区分に申請することも可能です。

	受付区分
	申請区分
	有効期間

	建設工事（県内業者）※1
	追加
	R6
	令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで
	１年間

	建設工事（県外業者）※2
	定期
	R6・R7
	令和6年4月1日から

令和8年3月31日まで
	２年間

	測量・建設コンサルタント等業務
	定期
	R6・R7
	令和6年4月1日から

令和8年3月31日まで
	２年間

	物品等の供給又は役務の提供
	定期
	R6・R7
	令和6年4月1日から

令和8年3月31日まで
	２年間


※1　建設工事（県内業者）とは、熊本県内に主たる営業所（本社又は本店）を有する者です。
※2　建設工事（県外業者）とは、熊本県外に主たる営業所（本社又は本店）を有する者です。

２　申請者の資格等について

次に定める資格及び要件を備えていなければ申請を行うことができません。

(共通事項)

(１) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(２) 国税及び地方税(都道府県税、市区町村民税)を滞納していないこと。
(３) 申請者から提出された提出書類及びその添付書類の審査により、その内容が適正と認められること。

以上の要件に加え、各業種においてそれぞれ次の要件を備えていなければなりません。

(建設工事)

(１)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める建設業

の許可を受けているもの
(２)建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受け、かつ、同法第27条の29第1項に規定する総合評定値の取得をしていること。

(３)直前の営業年度に工事完成高があること。

(測量・建設コンサルタント等業務) 

(１)次の表の左欄に掲げる業務の区分のうち、入札参加資格の審査を

申請しようとするものについて、下表の右欄に定める登録等を受け

ている者であること。
	業務の区分
	営業に関する登録等

	測量
	測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録

	建築関係建設
コンサルタント
	建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録又は建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録

	土木関係建設
コンサルタント
	建設コンサルタント登録規程第2条第1項の規定による登録

	地質調査
	地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による登録

	補償関係
コンサルタント
	建築士法第23条第1項の規定による登録、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)の第2条第1項の規定による登録

	その他の
コンサルタント
	官公庁の許可、認可、登録等(当該コンサルタントの業務を営むことについて、当該許可、認可、登録等が必要とされる場合に限る。)


（２）入札参加資格の審査を申請する業務について、直前の営業年度に業務実績高があること。

（物品等の供給又は役務の提供）

(１)当該物品等の供給又は役務の提供を行うことについて、官公庁の

許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登

録等を得ていること。

３　申請方法について

（１）申請期間　令和６年２月１日（木）から

令和６年２月２９日（木）まで

（２）申請先　〒８６９－１１９２（役場専用郵便番号のため住所不要）

菊陽町総務部財政課管財係

(封筒に｢入札参加資格申請書｣と朱書き記入してください。)
（３）申請方法　郵送（２月２９日消印有効）※宅配便等でもかまいません。

※持参の場合は預かりのみ（土・日・祝日を除く）
（４）提出部数　受付区分ごとに１部ずつ

（５）注意事項

・提出された書類について不備があった場合には再提出していただきます。指定した期限までに再提出されない場合には無効となり、後日料金受取人払いで返送します。なお、提出書類に虚偽の記載があった場合は、資格を承認しないことがあります。また、登録後に判明したときは、入札参加資格取消等の対象となります。

　　・建設工事については、菊陽町と契約を締結する権限を有する営業所（主たる営業所を含む。）は、１か所のみ申請することができるものとします。

例えば、「土木一式工事は本店、建築一式工事は支店で契約する」という申請はできません。

４　提出書類

提出書類一式は、下記の番号順に並べ、Ａ４フラットファイルに綴じ、表紙・背表紙に会社名を記入してください。
（ファイルの色は、「建設工事＝水色」「測量・コンサルタント＝黄色」「物品・役務＝桃色」とする。）
※提出する様式はすべてＡ４サイズでお願いします。

提出書類一覧表　○＝必ず提出、△＝必要に応じ提出、可＝複写提出可能
	番号
	書類の名称
	提出
	複写

	共通（１）
	1
	提出書類確認表
	○
	可

	
	2
	入札参加資格審査申請書
	○
	

	
	3
	（法人）登記事項証明書

（個人）身元証明書
	○
	可

	
	4
	委任状（権限を委任する場合）
	△
	

	
	5
	営業所一覧表（本社以外の支店等の営業所がある場合）
	△
	可

	
	6
	営業所等の状況調書　※菊陽町に営業所を有する場合のみ提出
	△
	可

	建設工事
	7
	希望工事業種表
	○
	可

	
	8
	経営規模等評価結果通知書
	○
	可

	
	9
	建設業許可証明書（通知書でも可）
	○
	可

	
	10
	工事経歴書
	○
	可

	
	11
	技術職員名簿
	○
	可

	
	12
	建退共未加入理由書（経審の欄で『無』の場合のみ提出）
	○
	

	コンサル
	13
	登録証明書
	○
	可

	
	14
	技術者経歴書
	○
	可

	
	15
	測量等実績調書（直近２年分）
	○
	可

	
	16
	財務諸表類（直近１年分）
	○
	可

	物品・役務
	17
	営業品目表
	○
	可

	
	18
	許認可登録一覧表（許認可が必要なものがある場合）
	△
	可


	
	19
	希望業務及び営業経歴表
	○
	可

	
	20
	業務実績調書（直近２年分）
	○
	可

	
	21
	財務諸表類（直近１年分）
	○
	可

	共通（２）
	22
	印鑑証明書
	○
	可

	
	23
	使用印鑑届
	○
	

	
	24
	税の滞納がないことの証明書

①消費税及び地方消費税

②都道府県税（文言で記載されたもの）
③市区町村税（文言で記載されたもの）
※委任先がある場合は、本社・委任先　両方必要
	○
	可

	
	同封
	返信用ハガキ　※宛名は「様」又は「御中」書きとする。
	○
	


番号の順序でファイルに綴ってください。
５　提出書類の内容について

提出書類の記載にあたっては、各様式等に定めがあるものを除いて、当該資格審査を申請する日の状況で記載すること。

●共通（１）

	番号
	書類の名称
	内容等

	1
	提出書類確認表
	（菊陽町ホームページに様式あり）

	2
	入札参加資格審査申請書
	・原本を提出（押印必要）
（菊陽町ホームページに様式あり）
※測量・建設コンサルタントは別表１及び別表２の提出も必要。

	3
	（法人）登記事項証明書

（個人）身元証明書

令和5年11月1日以降に

発行されたもの
	（法人）履歴事項全部証明書

（個人）本籍地市区町村発行の身分証明書

	4
	委任状（権限を委任する場合のみ提出）
	· 原本を提出（押印必要）
（菊陽町ホームページに様式あり）

・代理人は支店・営業所等の代表者とすること。

· 委任者印、受任者印を必ず押印すること。

	5
	営業所一覧表
	※本社以外に支店等の営業所を有しない場合は提出不要

様式は任意。中央公契連統一様式「営業所一覧表」でも可とする。

・営業所等の名称、所在地、電話・ＦＡＸ番号を記入してあるもの。

（菊陽町ホームページに様式あり）
総務省標準様式での提出も可。

	6
	営業所等の状況調書
	※町内に営業所を有する場合のみ提出。

（菊陽町ホームページに様式あり）


●建設工事

	番号
	書類の名称
	内容等

	7
	希望工事業種表
	（菊陽町ホームページに様式あり）

	 8
	経営規模等評価結果通知総合評定値通知書
	有効期間内（審査基準日から１年７ヶ月）の経営事項審査の結果通知書の写しを提出してください。

	 9
	建設業許可証明書

（通知書でも可）
	入札参加を希望する工事に必要な建設業の種類が確認できるもの全て提出してください。
委任先がある場合は、建設業許可申請書の営業所一覧表（別紙ニ（１）もしくは（２））の写しも必要。


	10
	工事経歴書
	経営事項審査申請書の添付書類としたものでも可とする。

	11
	技術職員名簿
	・氏名、法令による免許の取得状況、実務経歴及び経験年数を明記

したもの

・経営事項審査申請書の添付書類としたものでも可とする。

	12
	建退共未加入理由書
	経審の欄で『無』の場合のみ提出。

建退共、中退共等の退職金制度の加入が義務付けられています。

未加入の場合は、理由書を添付すること。


●測量・建設コンサルタント
	番号
	提出書類
	内容等

	13
	登録証明書
	許可証明、登録の更新等の証明書の写し

	14
	技術者経歴書
	・入札参加希望業務の種類毎に、法令による免許の名称、

取得年月日、実務経歴等を記入

・代表者が技術者の場合は代表者も含めて記入

（菊陽町ホームページに様式あり）

・内容が同等であれば、様式は任意。

	15
	測量等実績調書
	・直近２年分（菊陽町ホームページに様式あり）

・内容が同等であれば、様式は任意。

	16
	財務諸表類
	様式は任意

（法人）基準日直前１営業年度の賃借対照表、損益計算書

（個人）基準日直前１営業年度の営業用純資本額、

青色申告決算書又は収支内訳書等


●物品等の供給又は役務の提供

	番号
	提出書類
	内容等

	17
	営業品目表
	（菊陽町ホームページに様式あり）

	18
	許認可登録一覧表
	（菊陽町ホームページに様式あり）
・許認可、免許等を必要とする営業品目を希望する場合に提出が必要。※許可書等の写しを添付

	19
	希望業務及び営業経歴表
	（菊陽町ホームページに様式あり）

	20
	業務実績調書
	・直近２年分の営業取引等実績（菊陽町ホームページに様式あり）

	21
	財務諸表類
	・写し可。様式は任意

（法人）基準日直前１営業年度の賃借対照表、損益計算書

（個人）基準日直前１営業年度の営業用純資本額、

青色申告決算書又は収支内訳書等


●共通（１）

	22
	印鑑証明書

令和5年11月1日以降に
発行されたもの
	（法人）法務局発行の法人の印鑑証明書

（個人）市区町村長発行の印鑑証明書

・鮮明であれば写しで可。ただし、拡大又は縮小されたものは

不可。

	23
	使用印鑑届（原本）
	（菊陽町ホームページに様式あり）
※代表者名横の実印の押印漏れが多いので、ご注意願います。

	24
	税の滞納がないことの

証明書
令和5年11月1日以降に

発行されたもの
委任先がある場合には、本
社及び委任先のそれぞれの
都道府県と市区町村が発行
する「滞納のない証明」が
必要。
	【国税】
・証明書の種類：消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書（様式 その３）
　　　　　　※（その３の３）又は（その３の２）でも可。
・発行所：所轄の税務署

	
	
	【都道府県税】
○熊本県内に本店又は委任先がある場合

　・証明書の種類：熊本県税について未納がないことの証明書
　　　　　　　　　（別記２８号様式（その６））
　・発行所：県央広域本部税務部、各地域振興局、
自動車税事務所
○上記以外の場合
（文章による証明が発行できる場合）
（菊陽町ホームページに見本あり）
・証明書の種類：都道府県税について未納（滞納）がないと
いう旨の証明書
　　・発行所：所在地の都道府県
　（文章による証明が発行できない場合）
　　・証明書の種類：法人都道府県民税、法人事業税・特別税の
金額による納税証明書
　　・証明対象期間：直近事業年度分
　　・発行所：所在地の都道府県

	
	
	【市区町村税】
（文章による証明が発行できる場合）
（菊陽町ホームページに見本あり）
・証明書の種類：市区町村税について未納（滞納）がないと
いう旨の文言が印字された証明書
　　・発行所：所在地の市区町村
　（文章による証明が発行できない場合）
　　・証明書の種類：市区町村税の金額による納税証明書
（課税されている科目全て必要）
　　・証明対象期間：直近事業年度分
　　・発行所：所在地の市区町村

	同封
	返信用ハガキ
	返信用ハガキに申請者の郵便番号、住所、商号等を記載し、必ず同封の上、提出してください。

※宛名は「様」又は「御中」書きとする。
※封筒は不可


６　変更事項の届出について
申請後において、当該申請事項に変更があった場合は、速やかに「変更届」を提出してください。変更届様式は菊陽町ホームページに載せていますので、ご利用ください。また下記のとおり変更事項に係る添付書類も併せて提出ください。

	変　更　事　項
	添　付　書　類

	
	個人
	法人

	商号又は名称
	
	登記事項証明書の写し

	主たる営業所の所在地
	住民票の写し
	

	法人の資本金額
	
	

	代表者
	身分証明書の写し
	

	受任者及び委任者
	委任状

	許可・登録等
	登録通知書又は証明書の写し

	実印
	印鑑証明書の写し、使用印鑑届、委任状（権限を委任している場合）

	使用印
	使用印鑑届、委任状（権限を委任している場合）

	経営規模等評価結果通知書

総合評定値
	経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し


〈注意事項〉

●変更届提出時には、受付シールに記載の受付番号を記入してください。

●経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書については、申請日以降に最新のものが届いた場合には、その都度写しを提出してください。

なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の変更の届けについては、「変更届」を省略し、通知書の写しのみで可とします。

●市区町村合併に伴う住所変更については、変更届の提出のみで可とします。
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